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「神
社
が
，決
定
」に
変
更

文
書
は
５６
年
１
月
２５
日
付

「旧
陸
軍
関
係
　
靖
国
神
社

合
祖
事
務
協
力
要
綱

（案
】

と
、
そ
れ
を
解
説
し
た
同
３。

日
付
の

「要
綱

（案
）
に
つ

い
て
の
説
明
」
。　
　
　
　
　
．

当
時
、
戦
後
に
な

っ
て
停

滞
し
た
靖
国
神
社

へ
の
戦
没

者
合
杷
を
進
め
る
よ
う
遺
族

か
ら
要
望
が
あ
り
、
国
会
で

議
論
に
な
っ
て
い
た
。
戦
没

者
の
調
査
を
す
る
都
道
府
県

の
意
見
を
聞
く
た
め
に
、
同

年
２
月
２
日
付
の
旧
厚
生
省

引
揚
援
護
局
復
員
課
長
名
の

通
知

「復
員
第
七
六
号
」
と

と
も
に
、
都
道
府
県
の
担
当

課
長
あ
て
に
出
さ
れ
た
。

要
綱

（案
）
に
よ
る
と
、

①
戦
没
者
の
合
祖
を
お
お
む

ね
３
年
間
で
完
了
す
る
こ
と

を
め
ど
と
す
る
②
合
祖
事
務

体
系
を
終
戦
前
の
も
の
に
準

じ
た
も
の
に
改
め
る
―
―
が

「方
針
」
に
掲
げ
ら
れ
た
。

具
体
的
な
作
業
の
進
め
方

と
し
て
は
ヽ
都
道
府
県
が
合

祖
予
定
者
を
選
び

、
引
揚
援

護
局
に
報
〓民

同
局
で
審
査

し
た
う
え
で
合
祖
者
を
決
定

し
、
靖
国
神
社
に
通
報
。
そ

れ
に
基
づ
き
、
神
社
が
合
祖

の
祭
典
を
行
い
、
神
社
作
成

の
合
祖
通
知
状
を
市
町
村
役

場
な
ど
を
通
じ
て
遺
族
に
渡

す
、
と
さ
れ
た
。

そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
要

綱

（
案
）
の

「
説
明
」
は

一
「戦
没
者
の
合
祖
は
形
式
的

実
際
の
事
務

原
案
に
近
い

学
院
大
教
授

（
宗
教
行
政

論
）
の
話
　
こ
の
資
料
か
ら

は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
戦

没
者
の
合
祖
を
進
め
る
と
い

う
担
当
部
署
の
決
意
が
う
か

が
え
る
。
進
捗

（
し
ん
ち
ょ

く
）
が
遅
れ
て
い
た
合
祖
を

早
く
進
め
て
ほ
し
い
と
い
う

遺
族
の
声
や
、
靖
国
神
社
の

国
家
護
持
運
動
が
広
が
り
始

め
た
当
時
の
社
会
意
識
を
反

映
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
２
カ
月
後
の

「要
綱
」
で
は
、
神
社
が
合

一
貫
し
て

「神
社
か
ら
の
照

会
に
調
査
回
答
し
て
い
る
だ

け
」
と
い
う
立
場
で
、
見
解

が
分
か
れ
て
い
る
。

た
だ
、
国
は
５６
年
か
ら
の

３
カ
年
計
画
で
合
祖
を
積
極

的
に
進
め
た
。
翌
春
の
合
祖

に
備
え
、
同
年
８
月
に
は
年

末
ま
で
計
約
２０
万
人
分
の
祭

神
名
票
を
提
出
す
る
よ
う
都

道
府
県
に
指
示
。
合
祖
予
定

者
の
ノ
ル
マ
を
課
し
た
り
、

作
業
が
遅
れ
て
い
る
都
道
府

県
に
は
迅
速
化
を
促
し
た
り

し
、
５７
年
に
は
年
間
４７
万
人

も
合
祖
す
る
な
ど
合
祖
者
数

を
急
激
に
伸
ば
し
た
実
情
が

あ
る
一

2006年 (平成18年)7月 29日

戦
没
者
の
靖
国
神
社
へ
の
合

杷
を
め
ぐ
り
、
旧
厚
生
省
が
１

９
５
６
年
２
月
の
時
点
で
、
合

祖
者
は
国
が
決
定
す
る
な
ど
国

主
導
で
合
祖
事
務
を
実
施
す
る

と
の
要
綱
原
案
を
ま
と
め
て
い

た
こ
と
が
２８
日
、
朝
日
新
聞
社

が
入
手
し
た
同
省
の
文
書
で
明

ら
か
に
な
っ
た
。

「厚
生
省
が

合
祖
者
を
決
め
て
神
社
に
通
知

す
る
」

「合
祖
事
務
の
体
系
は

（靖
国
神
社
が
国
の
管
理
下
に

あ
っ
た
）
終
戦
前
の
も
の
に
準

じ
る
」
と
記
し
て
い
る
「
新
憲

法
の
政
教
分
離
原
則
に
触
れ
る

疑
い
が
濃
く
、
２
カ
月
後
に
で

き
た
要
綱
で
は
、
神
社
が
合
祖

者
を
決
め
、
国
は
照
会
に
応
じ

る
も
の
と
変
更
さ
れ
た
が
、
独

立
回
復
後
に
国
が
主
体
的
に
合

祖
を
進
め
よ
う
と
構
想
し
て
い

た
実
態
が
浮
か
ん
だ
。

（
豊
秀

一
、
富
地
ゆ
う
）

＝
３５
面
に
関
係
記
事

神
道
指
令
と
靖
国
神
社
　
終
戦
　
中
心
的
な
存
在
だ

っ
た
。
し
か

田
拗
緋

嘩
離
韓
蒙
研
卸
岬
一
は
　
れ
貯
軸
離
詢
制
簿
解
糊
糊
鞠
湾
罐

あ
り
、
合
祖
者
の
決
定
も
陸
海
軍
　
道
指
令
を
出
し
て
国
と
神
道
と
の

が
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
神
道
　
つ
な
が
り
を
禁
じ
、
靖
国
神
社
も

は
国
民
道
徳
と
し
て
「非
宗
教
」
の
　

一
宗
教
法
人
と
し
て
存
続
す
る
こ

扱
い
を
受
け
、
靖
国
神
社
は
そ
の
　
と
に
な

っ
た
。

旧厚生省、56年に要綱

に
は
靖
国
神
社
が
行
い
、
国

や
都
道
府
県
は
こ
れ
に
協
力

す
る
」
と
し
つ
つ
も
、

「実

質
的
に
は
国
や
都
道
府
県
で

な
け
れ
ば
実
施
不
可
能
で
、

実
体
に
即
応
す
る
よ
う
事
務

体
系
を
改
め
る
」
と
指
摘
。

「靖
国
神
社
で
決
定
し
て
い

た
合
祖
者
を
今
後
は
都
道
府

県
が
選
定
し
、
厚
生
省
で
決

定
し
、
靖
国
神
社

へ
通
知
す

る
」
と
解
説
し
た
。

陸
海
軍
省
の
管
轄
下
に
あ

っ
た
戦
前
の
靖
国
神
社
で

は
、
だ
れ
を
合
祖
す
る
か
は

軍
が
選
び

、
最
終
的
に
天
皇

が
決
め
て
い
た
。
要
綱

（案
）

で
は
、
靖
国
神
社
で
は
な

く
、
国
が
合
祖
者
を
決
定
す

る
と
い
う
い
わ
ば
戦
前
に
近

い
形
に
改
め
よ
う
と
し
て
い

る
の
が
特
徴
だ
。

し
か
し
（
こ
の
要
綱

（案
）

の
中
身
は
、
２
カ
月
後
の
４

月
１９
日
付
引
揚
援
護
局
長
名

で
出
さ
れ
た
通
知

「援
発
三

〇
二
五
号
」
に
付
け
ら
れ
た

「靖
国
神
社
合
祖
事
務
協
力

要
綱
」
で
は
手
直
し
さ
れ
、

「神
社
の
照
会
に
対
し
、
都

道
府
県
が
調
査
し
、
引
揚
援

護
局
が
と
り
ま
と
め
る
」

「神
社
は
合
祖
者
を
決
定
す

る
」
と
い
う
表
現
に
変
わ

る
。
都
道
府
県
が

「祭
神
名

票
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ト
ド
に

戦
没
者
の
氏
名
や
本
籍
、
生

年
月
日
、
死
亡
地
や
死
亡
年

月
日
な
ど
を
書
き
込
み
、
引

揚
援
護
局
が
ま
と
め
て
神
社

に
送
る
仕
組
み
だ
。

実
際
、
合
祖
事
務
は
こ
の

形
で
進
め
ら
れ
た
が
、
国
と

靖
国
神
社
の
ど
ち
ら
が
合
祖

者
を
決
定
す
る
か
は
今
も
明

確
で
は
な
い
。
靖
国
神
社
側

は

「国
か
ら
送
ら
れ
て
き
掟

名
簿
に
従
っ
て
神
社
は
お
祖

り
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
主

張
す
る
の
に
対
し
、
政
府
は

要綱原案 とともに旧厚生省 か ら都道府県 にあて た通

知 には、合ネE者 の選定 →合ネB→ 遺族 への通知 、と手

続きの流れを記したチヤート図が添付されていた

含杷事務の手続きの流れ
(旧陸軍関係の場合)

含杷予定者1人ずつについて

祭神名票に記入し送付

祭神名票の記載をチェツクし、

とりまとめて送付

名前を霊璽簿に言己載

■ 1日厚生省 ‐‐ |‐
要綱(案)では合ネ巳者はこの
段階で決定

要綱では合杷者はこの段階で決定



都
道
府
県
川
に

人
数
の
ノ
ル
マ

「合
祖
予
定
者
の
数
は
概

ね
２０
万
人
と
し
、
各
都
道
府

県
別
の
合
杷
予
定
者
は
別
紙

の
と
お
り
と
す
る
」

独
立
回
復
か
ら
４
年
た

っ

た
５６
年
夏
、
厚
生
省
は
翌
年

春
の
靖
国
神
社
の
例
大
祭
に

備
え
、
何
人
を
合
祖
す
る
か

都
道
府
県
に

「ノ
ル
マ
」
を

課
し
た
。
８
月
８
日
付
の
引

揚
援
護
局
長
名
の
通
知

「援

発
三
〇
四
六
号
」
だ
。

停
滞
し
て
い
た
合
祖
を
進

め
る
た
め
、
こ
の
年
か
ら
国

と
地
方
自
治
体
が

一
体
と
な

っ
て
進
め
た
３
年
計
画
の

一

環
だ
っ
た
。
１０
月
末
、
１１
月

末
、
１２
月
末
と
締
め
切
り
を

３
回
設
け
、
都
道
府
県
か
ら

計
２。
万
人
分
を
合
祖
す
る
目

標
を
掲
げ
て
い
た
。

こ
の
年
の
初
め
、
全
国
戦

没
者
遺
族
大
会
が
開
か
れ
、

靖
国
神
社
を
国
の
管
理
下
に

置
く

「国
家
護
持
」
要
求
が

決
議
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

の
１０
年
に
わ
た
る
運
動
が
本

格
化
す
る
年
で
も
あ

っ
た
「

３
年
計
画
に
あ
た
り
、
新

た
な
合
祖
の
仕
組
み
が
編
み

出
さ
れ
た
。
都
道
府
県
の
担

当
者
は
戦
没
者
の
氏
名
や
階

級
、
死
亡
時
の
所
属
部
隊
や

死
亡
年
月
日
な
ど
を

「祭
神

名
票
」
と
い
う
カ
ー
ド
に
記

入
。
厚
生
省
経
由
で
靖
国
神

鶴

鮮

闇

華
鱗

斃

侮

「
教

射

批

＊
期

卜
」
と
し
て
動
き
始
め
た
。
国
主
導
の
合
杷
事
務
に
つ

い
て
旧
厚
生
省
が
検
討
し
た
原
案
の
ほ
か
に
も
、
都
道

府
県
に
あ
て
た

一
連
の
通
知
を
朝
■
新
聞
社
は
入
手
し

た
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
新
憲
法
の
政
教

分
離
原
則
と
の
間
で
緊
張
関
係
を
は
ら
み
な
が
ら
、
国

ど
靖
国
神
社
、
都
道
府
県
が
共
同
で

一
大
事
業
を
進
め

る
姿
だ

っ
た
。

（豊
秀

一
、
宮
地
ゆ
う
）
＝
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氏
名
や
所
属
部
隊
、
死
没
地
な
ど
を
記
す
祭
神
名
票

の
記
入
方
法
を
指
導
し
た
厚
生
省
の
文
書
の
コ
ピ
ー

靖国神社合杷者数の推移
(万人)

鵬 聞貯  脇
没者 をまつ るため東京招魂社

倉畷菫

79年 6月 4日  靖 国神社 と改名

1945年 8月 15日 終戦

、 12月 15日  GHQが 国家神道

の解体を命じる神道指令発令

46年 4月 29日 戦後初の合祖

47年 5月 3日 政教分離を盛り込

んだ日本国憲法施行

48年12月23日 東条英機元首相ら

A級 戦犯 7人 処刑 ‐

52年4月 28日 サンフランシスコ

講和条約が発効。独立回復

78年10月17日 東条英機元首相ら

A級 戦犯14人を合祖  |

旧
厚
生
省
の
担
当
者
語
る

「も
と
も
と
、
靖
国
神
社

は
軍
の
機
関
で
す
よ
。
厚
生

省
は
軍
の
残
務
整
理
を
す
る

と
こ
ろ
で
、
軍
の
業
務
を
継

承
す
る
私
た
ち
が
戦
没
者
の

調
査
票
を
作
っ
て
、
靖
国
神

社
に
送
る
の
は
当
然
で
し
ょ

う
。
私
も
不
肖
の
身
を
も

っ

て
処
理
に
あ
た
り
ま
し
た
」

目
厚
生
省
援
護
局
で
靖
国

神
社
に
旧
陸
軍
関
係
の

「祭

神
名
票
」
を
送
る
仕
事
を
担

っ
た
の
は
復
員
課

（後
に
調

査
課
）
。
そ
の
課
長
経
験
者

の
９０
代
男
性
は
こ
う
当
時
を

振
り
返
っ
た
。

敗
戦
後
の
４５
年
１１
月
３０
日

に
陸
海
軍
省
は
廃
止
さ
れ

、

か
つ
て
軍
が
行
っ
て
き
た
靖

国
神
社
の
合
祖
事
務
は
、
陸

軍
関
係
の

「第
１
復
員
省
」

と
海
軍
関
係
の

「第
２
復
員

省
」
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
が

れ
た
。
４８
年
５
月
に
厚
生
省

を
つ
け
て
い
た
。
都
道
府
県

に
よ
っ
て
は
作
業
が
停
滞
し

た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
５７
年

６
月
６
日
付
の
復
員
課
長
名

の
通
知
で
は
二
示
さ
れ
た
合

祖
予
定
者
の
数
に
達
す
る
よ

う
努
力
さ
れ
た
い
」
と

「
ハ

ッ
パ
」
を
か
け
た
。
通
知
は

靖
国
神
社
に
も
送
ら
れ
た
。

靖
国
神
社
が
創
立
１
０
０

年
を
迎
え
た
６９
年
。
３
月
３

日
付
の
援
護
局
調
査
課
長
名

の
通
知
は
、
都
道
府
県
の
担

当
課
長
に
こ
う
指
示
し
た
。

「
（靖
国
神
社
は
）
今
秋

創
立
百
年
記
念
の
祭
儀
を
実

施
す
る
計
画
で
あ
り

、
終
戦

後
２４
年
を
経
過
し
て
い
る
こ

に
統
合
さ
れ
、
同
省
が
担
当

す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
男
性
が
調
査
課
に
配

属
さ
れ
た
時
に
は
、
祭
神
名

票
を
使
っ
た
合
祖
の
仕
組
み

は
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
そ

し
て
６６
年
２
月
、
調
査
課
長

名
で
靖
国
神
社
調
査
部
長
あ

て
に
Ａ
級
戦
犯
の
祭
神
名
票

が
送
ら
れ
る
。

「ど
ん
な
議
論
が
あ
っ
た

の
か
」
と
の
質
問
に
、
男
性

は
こ
う
答
え
た
。

「そ
こ
ま

で
は
知
り
ま
せ
ん
。

（戦
犯

と
な
ど
の
関
係
か
ら
も
、
同

社
と
し
て
は
こ
の
際
、
戦
没

者
の
合
祖
に
つ
い
て
は

一
段

落
し
た
い
意
向
で
あ
る
。
都

道
府
県
に
お
い
て
は
祭
神
名

票
は
そ
の
全
部
を
提
出
す
る

よ
う
ご
配
慮
願
い
た
い
」

陸
海
軍
省
が
管
轄
し
た
靖

国
神
社
は
戦
後
、
国
の
管
理

を
離
れ
た
が
、
そ
の
意
向
を

重
視
し
た
通
知
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
合
祖
事
務
は
８７

年
３
月
ま
で
続
い
た
と
さ
れ

る
。
今
も
合
祖
は
行
わ
れ
て

い
る
が
、
遺
族
の
神
社

へ
の

問
い
合
わ
せ
で
合
杷
漏
れ
が

わ
か
っ
た
ケ
ー
ス
な
ど
が
多

は
）
国
内
的
に
は
公
務
死
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
靖
国
神
社
に
名
簿
を
送

る
の
も
事
務
屋
と
し
て
当
然

の
こ
と
。
だ
れ
を
ま
つ
る
か

を
決
め
る
の
は
、
靖
国
神
社

の
崇
敬
者
総
代
会
の
判
断
で

す
か
ら
」

一
海
軍
出
身
で
援
護
局
で
復

員
業
務
に
あ
た
っ
た
千
葉
県

内
の
男
性
（９２
）は
４８
年
に
海

外
か
ら
引
き
揚
げ
、
厚
生
省

の
呉
地
方
復
員
部
で
仕
事
を

始
め
た
。
未
復
員
者
の
調
査

を
し
、
生
存
、
戦
死
、
戦
病

死
の
整
理
を
す
る
こ
と
が
担

当
だ
っ
た
と
い
う
。

「死
亡
が
判
明
す
る
と
戦

死
公
報
を
作
り
、
関
係
都
道

府
県
に
送
る
と
同
時
に
、
靖

国
神
社
に
も

一
緒
に
配
っ
て

い
た
と
い
う
の
が
海
軍
の
実

情
。
終
戦
前
か
ら
の
習
慣
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
」

戦
後
、
憲
法
に
政
教
分
離

の
原
則
が
導
入
さ
れ
た
。
だ

が
、
一合
祖
事
務
に
携
わ

っ
た

担
当
者
の
意
識
は
、
戦
前
か

ら
途
切
れ
ず
に
流
れ
て
い
た

よ
う
に
み
え
る
。


